
理
事
会
・
監
事
会
だ
よ
り

1
．�2
0
2
6
年
度
上
期
分
の
配
送
車
両
入
替
の
件

2
．�役
員
推
薦
委
員
会
の
設
置
お
よ
び
委
員
選
任
の
件

議
決
事
項

1
．�い
ば
ら
き
コ
ー
プ
2
0
2
5
年
度
10
月
度
ま
と
め
と
11
・

12
月
度
課
題

2
．�コ
ー
プ
デ
リ
グ
ル
ー
プ
2
0
2
5
年
11
月
理
事
会
事
業
・

活
動
関
連
報
告

3
．�コ
ー
プ
デ
リ
連
合
会
2
0
2
5
年
産
米
調
達
方
針

4
．�電
気
事
業
法
に
お
け
る
契
約
自
動
更
新
通
知
書
面
交
付
の

対
応
不
備
に
つ
い
て

5
．�電
気
取
次
供
給
基
本
約
款
及
び
重
要
事
項
説
明
書
の
変
更

に
つ
い
て

6
．�い
ば
ら
き
コ
ー
プ「
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
応
要
領
」

の
制
定
に
つ
い
て

7
．�ハ
ッ
ピ
ー
ミ
ル
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
次
期
計
画
（
支
援
先
お

よ
び
寄
付
額
）
の
件

8
．�国
際
協
同
組
合
年
（
I
Y
C
2
0
2
5
）
宅
配
ニ
ュ
ー
ス

コ
ン
テ
ス
ト
結
果
に
つ
い
て

9
．�国
際
協
同
組
合
年
（
I
Y
C
2
0
2
5
）
店
舗
売
場
コ
ン

テ
ス
ト
結
果
に
つ
い
て

10
．�い
ば
ら
き
コ
ー
プ
フ
ェ
ス
タ
2
0
2
5
に
つ
い
て

報
告
事
項

第
6
回
監
事
会

2
0
2
5
年
11
月
13
日（
木
）

監
事
　

5
名
中
5
名
出
席

1
．�第
6
回
理
事
会
の
振
り
返
り
を
行
い
、
共
有
化
を
図
り
ま

し
た
。

2
．�2
0
2
5
年
度
監
事
監
査
活
動
中
間
ま
と
め
に
つ
い
て
協

議
し
、
確
認
し
ま
し
た
。

3
．�前
回
第
5
回
監
事
会
以
降
の
監
査
活
動
、
水
戸
セ
ン
タ
ー
、

つ
く
ば
み
ら
い
セ
ン
タ
ー
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー
、
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ひ
た
ち
な
か
セ
ン
タ
ー
の
監
査
調
書

に
基
づ
い
て
報
告
し
、
情
報
の
共
有
化
を
図
り
ま
し
た
。

4
． �10
月
度
の
定
型
内
部
監
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
共

有
を
図
り
ま
し
た
。
監
査
事
業
所
は
、
水
戸
店
、
ひ
た
ち
な

か
店
、
日
立
店
で
す
。
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
監
査
は
ひ
た
ち
な

か
セ
ン
タ
ー
、
龍
ケ
崎
セ
ン
タ
ー
、
三
和
セ
ン
タ
ー
で
し
た
。

主
な
協
議
・
報
告
事
項

監
査
の
実
施
状
況
、
期
中
監
査
に
お
け
る
気
付
き
事
項
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

監
査
法
人
か
ら
の
期
中
監
査
結
果
報
告

私たちの生協の現況
（2025年11月20日現在）

組合員数 415,493 人

総事業高 293.8 億円
（予算比 101.1％）

11月度 供給高

コープデリ宅配 31.9 億円
（予算比 99.8％）

店舗 5.8 億円
（予算比103.0％）

経常剰余 6.2 億円

出資金総額 143.8 億円

インフォメーション（茨城県からのお知らせ）

第
6
回
理
事
会

2
0
2
5
年
11
月
13
日（
木
）

理
事
　
22
名
中
21
名
出
席

監
事
　

5
名
中
5
名
出
席

茨城県では、悪質商法による若者の被害を未然に防止するため、1月から3月を「若者向け悪質商法
被害防止共同キャンペーン」期間と定め、関東甲信越の都県・政令指定都市の消費生活センター、
国民生活センター、県内市町村及び関係機関と協力して啓発活動を実施します。

消費者ホットライン ☎１８８（いやや！）
（お近くの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します）消費者トラブルの

ご相談は

若者に関する相談事例とアドバイス

子どもが保護者の知らない間にオンラインゲームで高額
課金をしていた。

事例①

子どもによる保護者の意図しないインターネット利用を防
ぐためには、事業者が設けているペアレンタルコントロー
ルやフィルタリング機能を活用し、必要な範囲で子どもの
インターネット利用に制限をかけることが有効です。

アドバイス

友人に誘われ投資用教材を契約したが、契約代金に充てる
ため消費者金融を利用した。返済も困難なので解約したい。

事例②

契約代金を支払うために消費者金融等で借金を迫られるケー
スがあります。断るときは契約の意思がないことをはっきり伝
えましょう。自分の支払い能力を超えた借金は、これからの生
活を脅かします。借金をしてまで安易に契約しないでください。

アドバイス

茨城県消費生活センターホームページは いばらき消費生活なび 検索

「若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」期間です！
1月から3月は

広
報

誌
コ

ー
プ

ス
マ

イ
ル

2026年
1月

号（
第

453号
）

発
行

日
/2026年

1月
1日

発
　

行
/い

ば
ら

き
コ

ー
プ

生
活

協
同

組
合

編
集

/総
合

企
画

室
　

〒
319-0102　

茨
城

県
小

美
玉

市
西

郷
地

1703 
TEL.0299（

36）
7266　

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

/ https://ibaraki.coopnet.or.jp
宅

配
で

は
、お

届
け

し
て

い
る

全
て

の
カ

タ
ロ

グ
を

回
収

し
、リ

サ
イ

ク
ル

し
て

い
ま

す
。

ご
不

要
の

場
合

は
、担

当
者

に
渡

す
か

配
達

器
材

に
入

れ
て

お
戻

し
く

だ
さ

い
。

P12　いばらき


